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新型コロナウイルス感染症患者に対する都道府県知事等による感染症法に基づく入院措

置や自宅や宿泊施設からの外出自粛などの協力要請などの業務は、多くの自治体において

保健所長に委任されています。感染症対策の現場では、ハンセン病や薬害エイズなどの公

衆衛生上の過去の経験と教訓を踏まえ、人権の尊重に留意してきました。例えば、現行の

感染症法となった 1999 年は季節性インフルエンザによる 3.5 万人～6.2 万人の超過死亡が

あると推定され(資料 1)、平均余命が短縮した年でしたが、5類感染症として患者に対して

法律上の行動制限措置を強いることなく対応しました。 

翻って、致死率が大きく低下し(資料 2)、年間の死亡数が約 4 万人と推定された(資料 3）

オミクロン株流行下において、陽性者に対して法の規定に基づいて入院措置や外出自粛要

請などを行うことについては、法が定める最小限の措置の趣旨に反し、患者の基本的人権

尊重の観点から問題であると、現場の相当数の保健所長が考えているところです。 

改めて「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療

の提供の確保」という感染症法の理念にそった目的を実現することを求めます。 

今般、人文・社会科学系の専門家から「今後の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対

策における倫理的法的社会的課題（ELSI）の観点からの提言」(令和 5 年 1 月 11 日、資料

4)がなされ、その中に「他者に感染させないための措置の対象から COVID-19を外す必要」

の提言が出されました。われわれ感染症業務を担う立場にある保健所長としては、当該提

言について賛同し、評価するものであります。特に、当該提言における「他者に感染させ

ないための措置の対象から COVID-19 を外すことは、医療を必要とする人々を幅広い医療

機関で適切に診療できる体制の構築と安定にも寄与するものと考える。」という意見には、

同措置が非コロナ患者を含めた現下の全ての患者の医療アクセスの悪化を来す一因と考え

られることから、深く賛同するものです。 

よって、政府関係者が患者の病状に応じた適切な医療の提供に必要な施策を進めながら、

早急に提言の趣旨を実現することを強く願うものです。 
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